
一 

 

消
防
基
金
規
程
第
四
号 

 

支
払
請
求
書
の
様
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金 

理
事
長 

 

藤 

原 

忠 

彦 

 
 
 

支
払
請
求
書
の
様
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

支
払
請
求
書
の
様
式
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
消
防
基
金
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
の
注
意
事
項
の
七
の
（
五
）
中
「
花
火
大
会
の
警
戒
等
」
を
「
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
等
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
場
合
に
は
」
の
下
に
「
（
防

火
啓
発
を
目
的
と
し
た
場
合
を
除
く
。）
」
を
加
え
る
。 

 
 



二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「 

    

別
記
様
式
第
四
号
の
一
号
紙
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

め
、
注
意
事
項
の
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

四 

消
防
組
織
法
等
に
基
づ
く
療
養
に
要
す
る
費
用
（
診
療
費
、
文
書
料
、
治
療
材
料
費
等
）
で
は
、
消
費
税
が
非
課
税
で
あ
る
こ
と
（
消
費
税
法
施
行
令

第
十
四
条
第
二
十
号
）。 

別
記
様
式
第
四
号
の
二
号
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



三 

 

 
 



四 

別
記
様
式
第
四
号
の
三
号
紙
の
注
意
事
項
の
二
及
び
同
四
号
紙
の
注
意
事
項
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

三 

消
防
組
織
法
等
に
基
づ
く
療
養
に
要
す
る
費
用
（
診
療
費
、
文
書
料
、
治
療
材
料
費
等
）
で
は
、
消
費
税
が
非
課
税
で
あ
る
こ
と
（
消
費
税
法
施
行
令

第
十
四
条
第
二
十
号
）。 

別
記
様
式
第
六
号
の
二
の
二
号
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



五 

 
 



六 

 
 



七 

別
記
様
式
第
七
号
の
二
号
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



八 

 
 



九 

 
 



一〇 

別
記
様
式
第
七
号
の
二
の
二
号
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



一一 

 
 



一二 

 
 



一三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 

「 

       

別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
中 

 
 
 
 
 
 
を 

 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 



一四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 

「 

      

別
記
様
式
第
十
五
号
中 

 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 



一五 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


